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CSDDDについて思うこと 

松山 将之 

      

2024 年 5 月に欧州委員会は、 Corporate 

Sustainability Due Diligence Directive（持続可能

性デューデリジェンス指令、以下「CSDDD」）を採択し、

７月より施行することとなった。これにより規制の対

象となる企業は、人権及び環境への負の影響に対する

デューデリジェンス（以下「DD」）を実施することが義

務付けられることとなる。 

ここでのDDとは、企業のM＆Aなどで行われるもの

とは異なる。人権 DD の場合、次の①～⑤のプロセス

の実施が求められる。①まず企業が経営レベルでコミ

ットする人権に関する方針を策定する。その上で、②

人権侵害の発生状況を将来的な可能性も含めて評価

を行う。次に、③人権侵害のあった事象の解消だけで

なく防止策を策定する。さらに、④防止策の実施後に

効果検証を行う。最後に、⑤結果及び内容についての

開示を行う 1。 

また、規制の及ぶ範囲は、対象企業だけでなく子会

社やサプライチェーンに及ぶため、欧州で既に実施さ

れている規制と比較しても厳しく、かつ広範囲の対応

が求められる 2 。 

CSDDD は、日本企業にとって対岸の火事ではない。

主要企業から順次、2024会計年度から施行されている

CSRD（企業サステナビリティ報告指令）と同様、欧州

域外の企業であっても域内で一定規模以上の売上高

があれば本指令が適用される 3 。時期に関しても2027

年7月から欧州域内企業と同じタイミングで適用され、

さらに 2029 年までに段階的に適用対象の拡大が予定

されている。 

人権侵害のような社会的課題を解決するためには、

このような徹底した対策を義務化することは効果的

である。また、域外適用に関してもリーキング（国家

を跨ぐ企業の規制逃れ、及び保護主義政策を背景とし

た規制回避）防止を求める現在の国際世論に準じるな

らば、受け入れざるを得ないという考え方もあるかも

しれない。 

それでは、日本企業は、このような規制に対してど

のように考えるべきであろうか。まずは、人権侵害の

ような社会的課題が自社にとってのマテリアリティ

（重要課題）に該当するかどうかを見極めることが重

要であると考える。その上で、規制の対象となる企業

は、人権DDへの対応が必要であれば、まずは、経営レ

ベルでの人権に関する方針を策定することから着手

すればよい。一方で、その課題が、自社にとって他の

マテリアリティと比較して影響が小さいと判断すれ

ば、経営リスクとして認識していることを示せば十分

であろう。 

近年の人権意識の高まりに伴い、日本企業の多くが、

人権問題を対処すべき課題として意識し始めている。

しかし、実際の開示内容は、欧州の企業と比較すると、

単に規制や原則についての言及するにとどまってお

り、具体的な内容に乏しいものが散見される。このよ

うな「規制ありき」の対応は、自社の中での課題認識

が十分に吟味されていない可能性が高い。今後、CSDDD

のような企業に実効性のある行動を求める規制や基

準は、欧州だけでなく世界的な枠組みの中で展開され

ることが予想される 4。開示のためにどのような情報

が必要になるかを考えるよりも、直面する社会的課題

に対しての現状認識と「腰を据えた」対応が今後、ま

すます求められるかもしれない。 

以上 
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1  指令の対象となるDDには、人権だけでなく環境も含まれているが、ここでは、人権DDのプロセスのみを説明している。 
2  当該指令は、欧州委員会の議論の中でも人権に特化した厳しすぎる規制に対して産業界からの反対の声が強かった。しかし、人権だけで

なく気候変動問題に対する移行計画も対象に追加され、更に当初案より規制内容を緩和することで採択されたという経緯がある。 
3  欧州域内企業は平均従業員数5,000名以上且つグローバルの売上高15億€以上、欧州域外企業は、欧州内の売上高が15億€以上が適用対

象となる。 
4 例えば、ISSBが公表している今後の基準化の候補としては、人権若しくは生物多様性であることが示されている。また、TNFDでは、単

なる開示のフレームワークに留まらず、その課題対応に対するアプローチ手段まで策定することが求められている。 
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